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平成 30 年 4月例会：次第（平成 30年 4 月 28日開催） 

 

１.会長挨拶 

 

 

2.報告事項 

【会員の状況】 平成 30 年 3 月 

（1）   入会者：宮崎 総一郎 先生（近江徳洲会病院） 

     退会者：小池 雅人 先生・川村 恭司 先生（近江徳洲会病院）・ 

        糸島 崇博 先生（南草津病院）・苗村 光廣 先生（草津保健所） 

      異 動：宮原 健一郎 先生 （Ｂ→Ａ若草診療所）  

        

（２） 会員の状況（30年 3月） 

       Ａ会員：136名、 Ｂ会員：165名、  合計：301名  

 

【総   務   部】 

［総      務］ 

（１）ＳＣＵ（脳卒中ケアユニット）に関する１年間の経過報告（総務資料 1）ｐ.1 

  ・済生会滋賀県病院 ＳＣＵ担当医師より報告 

 

（２）びわ湖メディカルネットと淡海あさがおネットの機能をあわせもつ新システム 

（愛称：びわ湖あさがおネットの予定）の利用説明について 

 ・びわ湖メディカルネット事務局より説明 

（３）平成 30年度第１期の滋賀県医師会および日本医師会の会費について 
口座振替ではない会員には請求書を４月下旬に送付するので、速やかにお振り込みください。 

口座振替の会員には、4月 27日（金）に指定口座から引き落としをさせていただきます。 

 

（４）診療報酬改定における調剤に関するお願いについて     （総務資料 2）ｐ.2 

 

（５）平成 30年度「朝日がん大賞」及び「日本対がん協会賞」の候補者推薦依頼に 

ついて                          (総務資料 3)ｐ.6 

 

（６）日本医師会最高優功賞受賞候補者の推薦方依頼について    （総務資料 4）ｐ.9 

 

（７）都道府県医師会組織強化担当役職員連絡協議会について    （総務資料 5）ｐ.14 

 

(８)医師年金入退会手続きについて                （総務資料 6）ｐ.16 
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（９）愛知県知多半島の犬におけるエキノコックス（多包条虫）感染事例について 

（総務資料 7）ｐ.20 

 

（10）平成 30 年度特定感染症相談・検査事業の実施について    (総務資料 8)ｐ.21 

 

（11）特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則の一部を

改正する省令について                  （総務資料 9）ｐ.23 

 

（12）予防接種法施行令の一部を改正する政令及び新型インフルエンザ予防接種による健

康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令の施行について 

（総務資料 10）ｐ.24 

（13）ポリオ生ワクチン２次感染対策事業実施細則の一部改正について（総務資料 11）ｐ.28 

 

（14）県が備蓄している国有抗毒素について（通知）        （総務資料 12）ｐ.32 

 

（15）第 5回 医師たちによるクリスマス・チャリティコンサート開催について 

※申し込み等詳細につきましては、事務局迄お問い合わせください。  （総務資料 13）ｐ.33 

 

（16）会員提携ホテル 「日本平ホテル」の優待価格利用開始について（総務資料 14）ｐ.35 

 

（17）重症熱性血小板減少症候群（ＳＦＴＳ）の相談体制について  (総務資料 15)ｐ.38 

 

（18）感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正す

る省令の施行等および滋賀県感染症発生動向調査事業実施要綱の一部改正につい

て                            （総務資料 16）ｐ.40 

 

（19）平成 30年度遺伝カウンセリング事業の実施について     （総務資料 17）ｐ.41 

 

（20）平成 30年度インフルエンザＨＡワクチン製造株の決定について（総務資料 18）ｐ.49 

 

（21）「滋賀県ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業の実施について」の一部改正

について                            （総務資料 19）ｐ.50 

 

（22）滋賀県糖尿病性腎症重症化予防プログラムについて     （総務資料 20）ｐ.52 

 

（23）「日本プライマリ・ケア連合学会滋賀県支部」の活動チラシの配布（総務資料 21）ｐ.58 

 

（24）守山野洲地域で慢性腎臓病（ＣＫＤ）対策を考える会について（総務資料 22）ｐ.59 

 

 

 

【学  術  部】 
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［医  療  安  全］ 

（１）医療機器の添付文書の記載例について(その 7) 
   今般、一般社団法人日本医療機器テクノロジー協会において、下記の品目群の添付文書に関

する記載例が作成された旨、厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課より通知があったの

でご留意願いたい。 

   １．透析用血液回路セット 

   ２．血液濾過器 

   ３．血液透析濾過器 

   ４．接続緩徐式血液濾過器 

   ５．多用途透析装置 

   ６．多人数用透析液供給装置 

   ７．体外式膜型人工肺／ヘパリン使用体外式膜型人工肺 

   ８．大動脈カニューレ 

   ９．人工心肺用システム 

   10．自己血回収装置 

   11．単回使用自己血回収キット 

 

（２）経腸栄養分野の小口径コネクタ製品の切替えについて 

この度、表題のことについて、平成 30年 3月 16日付け医政安発 0316第 1号、薬生薬審発 

0316 第 1号、薬生機審発 0316第 1号および薬生安発 0316第 1号で厚生労働省医政局総務課医 

療安全推進室長、医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長、同医療機器審査管理課長および同医 

薬安全対策課長から通知がありましたのでご留意願いたい。 

URL  http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180320I0040.pdf 

 

（３）医療事故情報収集等事業「医療安全情報 No.135」について 

「スタンバイ」にした人工呼吸器の開始忘れ(第 2報) 

      「『スタンバイ』にした人工呼吸器の開始忘れ」を医療安全情報 No.37(2009年 12月)

で取り上げたその後、類似の事例が 7件報告されていることから再度情報提供があっ

たのでご留意願いたい。 

    ☆日本医療機能評価機構「医療事故情報収集等事業」のページ 

      http://www.med-safe.jp/ 

 

（４）医療事故情報収集等事業「医療安全情報 No.136」について 

2017年に提供した医療安全情報 

      2017年 1月～12 月に医療安全情報 No.122～No.133を提供された情報について、今一

度ご確認いただくよう情報提供があったのでご留意願いたい。 

    ☆日本医療機能評価機構「医療事故情報収集等事業」のページ 

      http://www.med-safe.jp/ 

 

（５）日医医賠責保険制度における介護医療院の取扱いについて 

この度、平成 30年 4月より創設される「介護医療院」について、以下の取扱いとすること 

となりました。 

 

１.日医医賠責保険 

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180320I0040.pdf
http://www.med-safe.jp/
http://www.med-safe.jp/
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  医療行為によって生じた身体障害について日医A会員が損害賠償を請求された場合を対象 

としており、日本国内で行われた医療行為であれば施設は問わないため、介護医療院で行わ 

れた医療行為についても対象となります。 

  ２.日医医賠責特約保険 

   （１）日医医賠責特約保険の補償対象施設 

    「介護医療院」を補償対象施設に追加します。 

     ※ただし、法人立介護医療院については定員 99名以下が対象となります。 

   （２）介護医療院の掛け金 

     従来の医療施設（病院、診療所）に準じた取扱いとします。 

区分 掛け金 

介護医療院 

（定員 19名以下） 

年間 22,000円 

※補償対象医療施設（「介護医療院（定員 19名以下）」及び「診療所」）の数にか

かわらず同一 

介護医療院 

（定員 20名以上） 

 

補償対象

の医療施

設に常勤

する A②B

会員数 

1 定員(病床)当たり掛け金 
 

定員数 

(一般・療

養病床の

許可病床

数) 

  
在籍なし 13,800円 

× － 40,000円 
1～2名 13,100円 

3 名以上 12,400円 
   

※複数の介護医療院（定員 20名以上）及び病院がある場合には、定員数及び病床

数の合計 

 

 

   （３）具体例 

     ①有床診療所の一部病床を、介護医療院に転換した場合 

現行 転換後 

届出 病床数 掛け金 届出 病床・定員数 掛け金 

有床診療所 19床 20,000円 有床診療所 10床 20,000 円 

介護医療院 9人 

 

 ②病院の一部病床を、介護医療院に転換した場合 

現行 転換後 

届出 病床数 掛け金 届出 病床・定員数 掛け金 

病院 50床 650,000円 病院 30床 650,000円 

介護医療院 20人 

※１病床・定員当たり 13,800円とした場合 

 

   （４）事務手続き 

     新たに届出を行った介護医療院を補償対象施設とする場合には、「日医医賠責特約保険

変更手続依頼書」にて補償対象施設の追加が必要となります。 

      ※詳細については、別途ご連絡させていただきます。 
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（６）介護医療院創設に伴う死亡診断書（死体検案書）の様式改訂について 

今般、改正介護保険法の施行により、4月1日から介護医療院が創設されることに伴い、

同日から死亡診断書（死体検案書）の記入方法につき、死亡診断書（死体検案書）の「死

亡したところの種別」及び「施設の名称」の欄等が変更される旨、厚生労働省医事課よ

り通知があったのでご留意願いたい。 

     http://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/ 

 

 

【保  険  部】 

《保険関係連絡事項》滋賀県医師会／平成 30年 4月 19日  

〔診療報酬改定関連通知〕 

 《改定関連情報掲載ホームページ》 

  ①厚生労働省ホームページ「平成 30年度診療報酬改定について」 

     http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html 

  ②日医ホームページ「診療報酬改定に関する情報＜平成 30年度＞」 

     http://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/30kaitei/index.html 

 

 (1) 平成 30年度診療報酬改定に係る告示、通知について 

    （3月 20日付けで発出の告示、通知） 【日医常任理事通知（保 230）】 

    （3月 26日付けで発出の告示、通知） 【日医常任理事通知（保 236）】 

 

 (2) 平成 30年度診療報酬改定関連通知の一部訂正及び官報掲載事項の一部訂正に 

ついて              【日医常任理事通知（保 240）】 

                  （3月 30日付け 厚生労働省保険局医療課事務連絡） 

 

 (3) 疑義解釈資料（その１）（その２）について 

【日医常任理事通知（保 240）】【日医常任理事通知（保 10）】 

    （「その１」については県医師会報４月号「保険診療Ｑ＆Ａ」のページ P.75～P.80に

抜粋記事を掲載予定） 

 

 (4) 平成 30年度診療報酬改定に係る通知について 【日医常任理事通知（保 3）】 

    （県医師会報４月号「保険」のページ P.42～P.65掲載予定） 

  ①「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連す

る事項等について」の一部改正について 

    参考：平成 28年 4月版 点数表の解釈 P.1981〜P.2000 

  ②「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の一部改正について 

    参考：平成 28年 4月版 点数表の解釈 P.2006〜P.2009 

 

 (5)「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について 

    （3 月 26 日付け 保医発 0326 第 5 号 厚生労働省保険局医療課長通知）【日医常任理事通

http://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html
http://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/30kaitei/index.html


6 
 

知(保 297)】 

    ※会員診療所、各病院には本会から直接送付予定 

    ※レセプト、請求書の様式（社保・国保）→現時点では変更の連絡無し 

 

 (6) 平成 30年度労災診療費算定基準の一部改定について 【日医発第 11号（保 5）】 

    （概要のみ県医師会報４月号「保険」のページ P.36、P.39掲載予定） 

 

 

 

〔診療報酬改定関連以外の通知〕 

 (7) 輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズに係る療養費の支給について 

【日医常任理事通知（保 237）】 

    （概要のみ県医師会報４月号「保険」のページ P.35～P.36掲載予定） 

 

 (8) 医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについて 

【日医発第 1160号（保 222）】 

    （概要のみ県医師会報５月号「保険」のページ掲載予定） 

 

 (9) 公知申請に係る事前評価が終了し、医薬品医療機器等法に基づく承認事項の一部変

更承認がなされた医薬品の保険上の取扱いについて【日医発第 51号(保 14)】 

    （概要は県医師会報５月号「保険」のページ掲載予定）  
   ※日医ホームページのメンバーズルーム内、医療保険の「医薬品の保険上の取扱い等」のコーナーに掲載済 

     http://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/iyaku/ 

 

 

(10)ゴールデンウィークに係る長期投与について 

    （県医師会報４月号「保険」のページ P.66 掲載予定） 

   ・長期の旅行等特殊の事情がある場合において、必要があると認められるときは、１回 14
日分を限度とされている内服薬又は外用薬についても、旅程その他の事情を考慮し、必要
最小限の範囲において、１回 30日分を限度として投与して差し支えない、とされている 

   ・「長期の旅行等特殊の事情」とは、①連休（ゴールデンウィークに限る）、②海外への渡航
（国内長期旅行は認められない）、③年末年始を指す 

 

(11) 滋賀県国民健康保険・後期高齢者医療一部負担金割合・被保険者証有効期限等一覧   

表について 
   ・例年、国保連合会が作成している標記一覧表については、国保連合会から各医療機関あて

に直送される予定（5月 2日の増減点返戻通知書等発送時に同封） 

 

 (12) 社保支払基金滋賀支部における、平成 30 年度 診療報酬請求書等の受付締切日、診   

療報酬請求書等の返戻分等の発送予定日、診療報酬等の支払予定日について 
    （県医師会報４月号「保険」のページ P.73 掲載予定） 

 

(13) 滋賀県国保連合会における、平成 30年度 診療報酬請求書等の受付締切日、診療報   

酬請求書等の返戻分等の発送予定日について 
    （県医師会報４月号「保険」のページ P.72 掲載予定） 
 

http://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/iyaku/
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 (14) 全国土木建築国民健康保険組合における被保険者証の更新について 

    （県医師会報４月号「保険」のページ P.36 掲載予定） 
 
(15) 甲良町における国民健康保険被保険者証等の証番号の桁数の変更について 

    （県医師会報４月号「保険」のページ P.37 掲載予定） 
 
(16) 共済組合員証の無効について 

  ①財務省共済組合東京税関支部（保険者番号 31130537） 

     記号番号  無効年月日  無効事由       備 考 

     13-1002210  H30.1.28   ――  ・当該組合員証が回収不能状態にあり、 

                       回収の見通しが立たないため無効とする 
 
    （県医師会報４月号「保険」のページ P.37 掲載予定） 

(17) 医療機器の保険適用について（４月１日保険適用分）及び「医療機器の保険適用に

ついて」の一部訂正について 【日医発第 1139号（保 195）】【日医事務連絡（保 196）】 

 

(18) 病院又は診療所と介護保険施設等との併設等について 

【日医発第 13号（地 3）（介 3）】 

 

〔その他〕 

 (19) 資格関係誤りレセプトの発生防止について 

   ・例年３月から４月にかけては、保険者の解散・合併、患者の就職・退職等で資格の変更が

多くなる。単なるレセコンデータの入力誤りだけではなく、窓口で「保険証の確認」を行

い、診療録等への転記を行っていても、レセコンデータの修正をせずに保険請求されてい

る例が例年見受けられるので、十分ご留意願いたい 

 

 (20) 各種施設基準の届出について 

   ・開設者が変更になった場合、移転開設した場合、医療法人化した場合、診療所から病院あ

るいは病院から診療所に変わった場合等は、従前の保険医療機関を廃止し、改めて新規

指定申請の手続きを行うことになる。このことに伴い、従前に届出していた健康保険法

上の施設基準等も改めて届出が必要となる。 

     上記の届出を行わなかった場合は、届出が行われていないこととなり、届出漏れが判明

した時点で、届出漏れの事項に係る診療報酬の返還請求が行われることになるので、十分

ご留意願いたい。 

   ☆施設基準等の届出書提出先・問い合わせ先 

      近畿厚生局滋賀事務所審査課 

        〒 520-0044  大津市京町三丁目 1-1  大津びわ湖合同庁舎６階 

TEL077-526-8114 

 

(21) 犯罪被害給付制度の改正について 

   ※警視庁ホームぺージ 

https://www.npa.go.jp/higaisya/kyuhu/index.html 

 

（改正後の制度に係るリーフレットについては、４月下旬頃に掲載される予定） 

 

【産 業 保 健 部】 

［産 業 保 健］ 

https://www.npa.go.jp/higaisya/kyuhu/index.html
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（１）「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」に関する「企

業・医療機関連携マニュアル」と「難病に関する留意事項」について 

厚生労働省がガイドラインの参考資料として標記マニュアルと留意事項を作成したので、産業

保健分野に関係のある会員は了知のうえ参考としていただきたい。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html 

【公 衆 衛 生 部】 

［地 域 保 健］ 

（１）麻しん発生報告数の増加に伴う注意喚起について 

沖縄県で麻しん患者数の増加が報告されていることを受けて、国立感染症研究所感染症疫学セン

ターから、「沖縄県における麻疹患者の発生状況について」（平成30 年４月９日）が公表された。 

麻しんの広域感染防止につながる適正な診療体制（速やかな届出および院内感染予防対策）につ

き、ご理解と協力をお願いします。 

国立感染症研究所 

https://www.niid.go.jp/niid/ja/id/655diseasebased/ma/measles/idsc/7955measles20180409.html 

3.行事日程について

①. ＷＡＴＣＨ in Shiga 2018 の開催について

・開催日時：平成 30年 7月 14日(土) 14：10～20：00（予定）

・開催場所：【研修会】ピアザ淡海 3Ｆ 大会議室

・【懇親会】ホテルピアザびわ湖 6Ｆ クリスタルルーム 

②.第 212回定例代議委員会開催について

開催日時：平成 30年 6月 14日（木） 14：30～

開催場所：琵琶湖ホテル

議  題：①平成 29年度事業報告について

②平成 29年度収支決算について

  ※代議員会終了後、人権学習会を開催 

③.代議員・役員・事務局職員懇談会の開催について

開催日時：平成 30年 6月 14日（木）17：00～

開催場所：琵琶湖ホテル

4. ４月以降の行事予定表

5.講演会・研修会等のご案内   

6.当医師会 5月の行事予定表   
 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html
https://www.niid.go.jp/niid/ja/id/655diseasebased/ma/measles/idsc/7955measles20180409.html
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☆★☆ 医協連絡事項 ☆★☆ 

 

≪『医師会・医協エコプロジェクト』について≫ 

県医師会と連携し合同企画で取り組んで参りましたエコプロジェクトは、「医療用品カタログ

GooDs」を利用していただいた売り上げの一部を「琵琶湖の環境保全を目的に滋賀県へ寄附」、ま

た「地球温暖化防止を目的にグリーン電力証書の購入」としてエコ活動に貢献致しました。 
平成 29 年度分の実績として、63 万円の寄付を実行いたしました。 
 

≪ 購買課からのお知らせ ≫ 

ＧＷに伴い、医療用品カタログ「GooDs」の取り扱いについては下記のとおりとなります。 
お急ぎのご購入については余裕をもってご利用くださいますようお願いいたします。 

ご注文日 受付日 
平成 30 年 4 月 27 日（金）15 時まで 通常受付（当日受付） 

平成 30 年 4 月 27 日（金）15 時以降～4 月 30 日（月）迄 平成 30 年 5 月 1 日（火）受

付 
平成 30 年 5 月 1 日（火）～5 月 2 日（水）15 時まで 通常受付（当日受付） 

平成 30 年 5 月 2 日（水）15 時以降～5 月 6 日（日）迄 平成 30 年 5 月 7 日（月）受

付 
平成 30 年 5 月 7 日（月）～ 通常受付 

 

≪平成 30 年度上半期融資利率について≫ 

平成 30 年度上半期（平成 30 年 4 月～平成 30 年 9 月)の融資貸付利率が下記のとおり決定いたし

ました。  
自家貸付 小口融資 小口特別融資 

資金使途 運転資金など医業経営に関する資金 
当組合から医業経営に直接関連する 
機器等を購入する資金 

貸付利率（固定） 1.975％ 0.8％ 
 

制度融資 ドクタープラチナム ドクタープラチナム フリー 
資金使途 運転資金・医業に係る設備資金 等 自由資金（但し投機性資金を除く） 

利率（最優遇） 変動金利 0.50％ 固定金利 1.20％ 変動金利 0.60％ 
その他諸条件がございますので、詳細等は医協事務局までお問い合わせください。 

 

～滋賀県医師協同組合に未加入の先生方へ 
当組合へご加入頂くことで、様々な組合メリットをご利用頂けますので是非ご検討下さい。 
またご存知ない先生方がいらっしゃいましたらご紹介下さい。
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